
2024千葉県チャンピオンシップ競技規則、競技条件とローカル・ルール 

 

 

1.ゴルフ規則 

 

202４日本ゴルフ協会ゴルフ規則および本競技ローカル・ルールを適用する。 なお、この規則の適用にあたって一部に変更もしくは追加のある時

は、競技委員からその旨スタート前に告知する。 

 

2.競技委員会の裁定 

競技委員会は競技の条件及びルールを修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定は最終である。 

 

3.クラブと球 

 a 適合ドライバーヘッドリスト 

レーヤーが使用するドライバーは R＆A によって発行される最新の適合ドライバーヘッドリスト（モデルとロフトで識別される）上に掲載さ

れているクラブヘッドを持つものでなければならない。 

 b 使用球の規格  

プレーヤーは R&A 発行の最新の公認球リストに記載されているものを使わなければならない。 

 c 溝とパンチマークの使用 

ストロークを行うとき、プレーヤーは２０１０年１月１日に施行されたゴルフ規則「溝とパンチマークの規格」に適合してなくてはならな

い。以上 a.b.c の条件に違反した場合、失格とする。 

 

4.電子機器（レーザー式距離測定器、コースナビゲーション）高低差使用可 

プレーヤーは残りの距離やホールのレイアウトを確認する目的で、電子機器を使用することができる。これにより得た情報の交換はアドバ

イスとならない。また、これを使用、操作するためにプレーを不当に遅延させてはならない。 

 

5.スタート時間 

スタート時間の 5 分以内の遅刻の場合は、２打罰が与えられプレーをスタートできます。一方、5 分以上遅刻した場合には競技失格となり

ます。 

 

6.使用ティーマーク     青ティーを使用すること。 

 

7.不当の遅延 

プレーヤーは前の組と 1 ホール以上間隔をあけることの無い様、プレーヤー同士が協力し、プレーの進行に注意しなければならない。前の

組と著しく間隔があいた場合、競技委員またはコースのマーシャルにより警告をする場合がある。 

 

8.プレーの中断；プレーの再開 

険悪な気象状況によりプレーの中断を委員会が決定した場合においては、プレーヤーはすぐにプレーを中断しなければならない。険悪な気

象状況のためにプレーが中断となっている場合、競技委員会から許可があるまでは全ての練習場（指定練習パッティンググリーンを含む）

をクローズとする。サイレン設置のコースにおけるプレーの中断と再開の合図についてコースの案内による。 

 

9.練習 

競技者はプレーを終えたばかりのホールのグリーン上やその近くで練習ストロークをしてはならない。 

ハーフターン待ち時間の「指定練習グリーン」におけるパッティング練習は認める。 

 



10.服装規定 

プレーヤーは出場にあたり、主催者や開催コースより、服装規定やその他 遵守すべき規定の通知があった場合はそれに従うこと。  

短パンは着用可能とする。但しシャツの裾はしまうこと。 

 

11.順位の決定方法 

順位決定方法は、18 ホールストロークプレーにより決定する。 ただし、1 位にタイが生じた場合は、指定ホールによるプレーオフにより決

定する。ベストアマおよび、ベストシニアにタイが生じた場合、 １８番ホールからのカウントバックにて決定する。 

 

12.競技終了 

全ラウンドを終了し、各組のスコアカードが提出され、競技委員会が確認し、承認公表した時点で競技終了とする。 

 

13. 競技の成立 

委員会は、競技に定めてあるホール数を短縮することができる。（18 ホール→9 ホール） 

 

■ローカル・ルール■ 

1. アウトオブバウンズ 

アウトオブバウンズの境界は白杭または白線をもって標示する。また開催コースが定める境界を適用するものとする。 

2. ペナルティエリア 

a.ペナルティエリアの限界は黄杭または赤杭、黄線または赤線をもって標示する。 

b.カートに設置されているコース図、NO16 ホール左側、NO17 ホール左側、NO18 ホールグリーン手前左側のペナルティエリアは使用し

ない。 

c.ペナルティエリアの為のドロップゾーン  NO11 ホール、NO15 ホール、にペナルティエリアのためにドロップゾーンが設定されていま

す。そのドロップゾーンは ペナルティエリアからの、１罰打の救済の追加の選択肢となる。そのドロップゾーンは救済エリアである。球は

その救済エリアの中にドロップされ、その救済エリアの中に止まらなければならない。 

3. 異常なグランド状態 

修理地の限界は青杭または白線をもって標示する。 

4. ジェネラルエリアにおいて、新しい芝の継ぎ目（目地）に球があるか、それに触れている場合、または意図する 

スイングの区域の妨げになる場合は、規則 25-1b による救済を受けることができる。 

5. 地面にくい込んでいる球 

救済できる区域をジェネラルエリアとする。 

6. 動かせない障害物  

 a. 排水溝は動かせない障害物とする。 b. 人工の表面を持つ道路･通路に接した排水溝は、その道路の一部とする。 

 c. 動かせない障害物から続く白線で囲まれた区域は、その障害物の一部とみなし、修理地ではない。 

7. コースと不可分の部分の構築物 

 a. 木または既設の物に密着させたり、巻きつけてあるワイヤーやケーブルなど。 

 b. ペナルティエリア内にある人工の壁およびパイリング（枕木や石垣を含む）など。 

8. 既設の高架送電線 

球が既設の高架高圧送電線に当たった場合は、そのストロークを取り消し、罰なしに再プレーしなければならない。その球がすぐには取り

戻せない場合には、別の球に取り替えることができる。 

9. 臨時の動かせない障害物 

臨時の動かせない障害物から続く白線で囲まれた区域はその障害物の一部とする。また、臨時の動かせない障害物と臨時の動かせない障害

物が線で結ばれているときは 1 つの障害物とする。 



10. 樹木を保護する巻物施設は樹木の一部とみなす 

ただし、球が巻物施設にはさまった場合は罰なしに球を取り出し（取り戻せない時は別の球で）球がはさまって止まった真下の地点から 1 

クラブレングス以内で、かつホールに近づかない箇所にドロップすることができる。 

11. 電磁誘導カート用の軌道は全幅をもって人工の表面を持つ道路とする 

12. ドロップについて 

球がジェネラルエリアにあるときは、プレーヤーは罰なしにその球を拾い上げて、 

(a)救済のニヤレストポイントから 1 クラブレングス以内で、(b)救済のニヤレストポイントよりもホールに近づかない所（救済エリア）に

その球を膝の高さからドロップしなければならない。 

救済のニヤレストポイントはハザード内やパッティンググリーン上であってはならない。救済のニヤレストポイントから 1 クラブレングス

の範囲内に球をドロップする際、球は異常なグラウンド状態による障害が避けられ、しかもハザード内でもパッティンググリーン上でもな

いコース上に直接落ちなければならない。 

※ドロップした球は、救済エリアに落ち、かつそのエリアに止まらなければ再ドロップとなる。（ドロップすべてに適用） 

※バンカー外へのアンプレアブルやペナルティエリアからの処置で、後方線上にドロップする場合、ポイントを決めたところからホールに

近づかない 1 クラブレングス以内が救済エリアとなる。 

13. No.3 ホールのウエストバンカーはジェネラルエリアとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

コースヤーデージ 

※大会当日、YARD を変更する可能性もございます。 

賞金配分 （プロ、研修生のみ） 

 

※変更になる可能性もございます。 

・ベストシニア副賞   100,000円 

・ベストアマチュア賞  記念品 


